
１ 各計画の関連性 

第3期医療費適正化計画の策定について（案） 

府健康増進計画 府保健医療計画 

府医療費適正化計画 

府高齢者計画 

＜②医療の効率的な提供の 
                   推進に関する目標＞ 
(1)後発医薬品の使用促進 
 
＜府独自の目標（例）＞ 
(1)かかりつけ医等の活用促進 
(2)発症後の速やかな受診、 
  早期治療による5大疾病の 
  重症化・合併症予防対策の 
  促進 
(3)歯科医療費・療養費の地域差等 
  の考察 

＜①住民の健康の保持の推進に関する目標＞ 
(1)特定健康診査受診率 
(2)特定保健指導実施率 
(3)メタボリックシンドローム該当者 
   及び予備群減少率 
(4)たばこ対策 
(5)がん検診受診率 

 

＜②医療の効率的な提供の 
           推進に関する目標＞ 
(1)在宅医療と介護の連携 
(2)地域ケア会議による地域ネット 
   ワークの構築等 
(3)高齢者の健康づくり 

 ＜②医療の効率的な提供の 
                             推進に関する目標＞ 
  (1)主要な疾病、事業ごとの保健医療 
     体制の整備 
  (2)総合的な保健医療福祉施策 
     の推進 
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２ 医療費適正化計画と関連する主な計画の対象期間 

◎府医療費適正化計画 

◎府健康増進計画 

◎府保健医療計画 

◎府高齢者計画 

実績 
評価 

H25  H26  H27  H28  H29  H30  H31  H32  H33  H34  H35  H36 

※地域医療構想策定後 
  前倒し実施 

第3期（6年） 
暫定 
評価 

毎年度進捗状況管理の導入 

第2期 

第2期 第3期 

第6期 

第7次（6年） 

第5期 第7期 

第6次 

第8期 
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３ 今後のスケジュール（次期計画策定を前倒しする場合/H28年度） 

 

4月  5月   6月      7月    8月     9月     10月 11月    12月    1月   2月      3月 

第3期計画策定時の想定（H28年度） 

第2期計画の策定時（H24年度） 

●第1回審議会 ●第2回審議会 

第3期計画（素案）に
対する意見聴取 

修正意見等を踏まえ 
た（案）の意見聴取 
 

●パブリックコメントの実施 

●市町村との協議 

●第1回審議会 ●第2回審議会 

●第3回審議会 

●パブリック 
   コメントの実施 

●市町村協議 

●都道府県担当者 
  説明会（厚労省） 

●関連計画の 
  内容反映 

●第3回審議会 

最終案の意見聴取 

●保険者協議会との協議 

●国基本方針告示 
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４ 次期計画策定に向けての課題等（例）  

◎より実効性のある府の計画とするために盛り込むべき視点、内容について 
 ○平成２６年の医療法改正により、患者は適正な選択で医療を受けるように努める旨の規定が新たに追加された。 
 ○こうした状況も踏まえ、府は保険者等との連携を図りつつ、住民の健康の保持・増進の推進のみならず、患者等の 
  理解が深まるよう、特に罹患後における適切な受診を促す取組み等に着目すべきではないか？ 
 
   （１）かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局の活用促進 
    ⇒府民がかかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師を持つことを促すための有効な施策は？ 
      ＜必要と考えられる調査、データ等＞かかりつけ医・かかりつけ歯科医・薬剤師の有無、かかりつけ医・薬剤師を   
                              持っている人の割合、診療科、診療内容 等 
    
   （２）発症後の速やかな受診、早期治療による5大疾病の重症化・合併症予防対策の促進 
    ⇒府民に適切な受診行動を促すための有効な施策は？ 
    ⇒医療機関によりかかりやすくできる環境をどのように整えるべきか？ 
    ⇒継続的な受診、治療により、重症化・合併症の発症を未然に回避するための有効な施策は？ 
     ＜必要と考えられる調査、データ等＞疾病自体への理解、疾病コントロール・改善への意識調査 等  
    
   （３）歯科医療費・療養費の地域差の考察 
    ⇒府民の１人当たりの歯科医療費や療養費の1件当たりの支給額が全都道府県で最高水準である要因は？ 
     （市町村国保） 
      ＜必要と考えられる調査、データ等＞地域差分析 等  
    
   （４）その他 
 

◎その他 
 ・各保険者における優良な取組み事例の共有・積極的な発信について 
 
（参考） 
 ※「後発医薬品の使用促進」については、昨年8月に設置した「後発医薬品の安心使用促進のための協議会」に 
   おいてもご議論いただく。府内における後発医薬品の使用実態等に関するアンケート調査を実施予定。 
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